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１．背景と目的 
 
現在、地方自治体の広報誌やホームページといったマス媒体では、全住民向けの情報が満遍

なく掲載されており、住民が自分にとって本当に必要な情報を必要なタイミングで入手したり、

自治体が対象となる住民だけに必要な情報を確実に伝達することが困難となっている。市民税

納付書のような個別住民向けの情報は、郵便や勤務先を通じて紙媒体によって通知されている

ものの、ダイレクトメールへの埋没や住民側での紙の紛失の恐れがあり不便であるし、再発行

の際には役所に身分証明のために足を運ばなければならないなど、高齢者や交通の発達してい

ない地域の住民にとっては特に手間のかかる制度となっている。 
政府においては、2010 年頃の開始を目指し、年金情報やレセプト、特定健診結果などの社
会保障分野（年金、医療、介護）の情報を希望する国民が自らインターネットで閲覧できる「電

子私書箱（仮称）」が検討されている。 
そこで本調査研究では、地域住民と自治体とのコンタクトポイントのあるべき姿に向けて、

電子私書箱（仮称）等が住民向けに提供すべきサービスのモデルを、「妊娠・出産」「介護・高

齢者支援」という 2つのユースケースの分析を通じて提示し、サービスモデルの実現の上で障
壁となる制度的・技術的課題についての検討を行う。 
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２．国内外動向 
２．１ 調査研究の方向性 

（１）自治体のコンタクトポイントの種別 

 
図 1 地域住民と自治体のコンタクトポイント概念図 
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 地域住民と自治体のコンタクトポイントとして、従来は役所の窓口などの物理的なコンタク

トポイントが主体であったが、電子政府・電子自治体の流れを受けて、近年ではホームページ

等のオンラインのコンタクトポイントの重要性が高まってきている（図 1参照）。 
 
 自治体のコンタクトポイントの種別 
① 物理的なコンタクトポイント： 自治体窓口、職員による訪問、郵送、KIOSK端末等 
 ② オンラインのコンタクトポイント： ホームページ、メール、電子申請・電子申告等 
 
 また、こうした自治体のコンタクトポイントが地域住民に対して提供するサービスは、大き

く分けて、「申請系」と「通知系」の 2つに分類できる。 
 
 自治体のコンタクトポイントが提供するサービス 
 ① 住民からの申請を受け付ける（申請系）： 住民票、各種証明書、各種手当の交付等 
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 ② 住民への通知を行う（通知系）： 広報、各種税金・保険料の通知書、選挙の案内等 
 
 近年、住民の利便性の観点から整備が進められているオンラインのコンタクトポイントにお

いても、これら「申請系」と「通知系」のサービスの充実を図っていくことが重要である。本

調査研究では、このオンラインのコンタクトポイントの果たす 2つの機能のうち、主に「通知
系」の機能に注目して、そのあるべき姿に向けた検討を行う。 
 
（２）コンタクトポイントのあるべき姿に向けた検討の方向性 

 自治体のコンタクトポイントのあるべき姿を検討するに当たっては、現在の住民のニーズの

みならず、将来的に想定される住民のニーズについても考慮し、それらを反映していく必要が

あると考えられる。 
 そこで、仮に 10年後の住民を取り巻く環境変化について、大きく「人口構成の変化」「地域
構造の変化」「IT の変化」「住民意識の変化」という 4 つの観点から捉え、それぞれの変化に
応じて、どのような住民ニーズが強まるか、またどのような社会的要請が高まるかを分析した

ものが、図 2である。 
 
図 2 10年後の住民を取り巻く環境変化と、今後想定されるコンタクトポイントへのニーズ 
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 こうした住民ニーズや社会的要請に応えて、コンタクトポイントのあるべき姿を実現してい

く際の施策の方向性は 2つある（図 3参照）。 
 1つは、住民向けのサービスを充実化し、受益者がコンタクトポイントを通じて利便性の高
い行政サービスを享受できるような施策の方向性である。ここには、手続きの簡便化、場所や

媒体に依らない窓口へのアクセスの実現、自分の受けられるサービスの透明化、出産・子育て

等の支援制度の充実化、市政への参加促進等が、具体的な施策として含まれる。 
 もう 1つは、行政事務を効率化し、行政事務に係るコストを削減することで、そのコストを
社会保障などの必要なサービスに振り分けるような施策の方向性である。ここには、電子化に

よるコストダウン、手続き・帳票の標準化、添付書類の廃止等が、具体的な施策として含まれ

る。 
 

図 3 コンタクトポイントのあるべき姿に向けて 
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 本調査研究では、主に前者の「住民向けサービスの充実化」という側面から、地域住民と自

治体とのコンタクトポイントのあるべき姿に向けて電子私書箱（仮称）等が住民向けに提供す

べきサービスモデルの提示と、その実現の上で障壁となる制度的・技術的課題についての検討

を行う。 
 サービスモデルの検討に当たっては、政府における検討内容や、国内外事例を参考にすると

ともに、地域住民が自治体とやりとりを行う具体的な場面として「妊娠・出産」「介護・高齢

者支援」という 2つの場面に着目し、これら 2つのユースケースについて分析を行う。 
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２．２ 政府における検討状況 

（１）関連する政府の取組み 

 地域住民と自治体とのコンタクトポイントの電子化について、関連する政府の取組みを図 4
に列挙する。とりわけ関連性が高いのは、「次世代電子行政サービス」「電子私書箱（仮称）」

「社会保障カード（仮称）」の 3つの取組みである。 
 

図 4 関連する政府の取組み 
• 包括的IT政策

– IT新改革戦略 （2006年1月19日, IT戦略本部）
– IT政策ロードマップ （2008年6月11日, IT戦略本部）

• 国民本位のワンストップ電子行政、医療・社会保障サービスの実現
– ワンストップ電子行政サービスの実現 → eワンストップサービス
– ITを活用した医療・社会保障サービスの実現 →電子私書箱（仮称）、社会保障カード（仮称）

– 重点計画-2008 （2008年8月20日, IT戦略本部）

• 個別IT政策（重点計画-2008より）（コンタクトポイントの電子化に関連するもの）
– 次世代電子行政サービス（eワンストップサービス）（2010年度実用化予定）

• APLLIC 地域情報プラットフォーム標準仕様を活用した実証実験（2008年度以降実施）
– 行政手続オンライン化法の全面改正（2009年法案提出目標）

• オンライン利用促進のための行動計画（2008年8月末策定予定）
– 住基カード無料化（2008年度より3年間）、社保カードとの一体的検討
– 公的個人認証サービスの改善策と普及促進 等

– 電子私書箱（仮称）（2010年頃サービス開始予定）
• ネットワークを用いた多様なアクセス手段の確保に関する調査研究（2008～2010年度）

– 社会保障カード（仮称）（2011年度導入予定）  
  
これらの政府の取組みを関連図としてまとめると、図 5のようになる。 

 
図 5 政府の取組みの関連図 
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地域情報プラットフォーム
推進事業（実証実験）
（2008～）総務省

e-Japan戦略
（2001）

e-Japan戦略Ⅱ
（2003）

IT新改革戦略
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～2005年 2006年 2007年 2008年

IT新改革戦略
政策パッケージ
（2007）

IT政策
ロードマップ
（2008）

電子私書箱（仮称）
検討会

（2007～）内閣官房

社会保障カード（仮称）
検討会

（2007～）厚労省

重点計画-2007 重点計画-2008

電子自治体の推進
に関する懇談会
（2007～）総務省
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 以下、関連する政府の取組みにつき、個別に紹介する。 
 
（２）次世代電子行政サービス（eワンストップサービス）（内閣官房 IT担当室） 

 次世代電子行政サービスとは、以下の 4点の目標により、「国民本位の究極の電子社会」の
実現を目指すものである。 

 
次世代電子行政サービスの目標 
・利用者視点でのサービス提供 
・行政事務の最適化の推進 
・民間企業活動の活性化 
・国民と行政の信頼強化 

 
2007 年から「次世代電子行政サービス基盤等検討プロジェクトチーム」により検討がなさ
れ、2008年 6月には「次世代電子行政サービスの実現に向けたグランドデザイン」が公表さ
れた。その全体イメージ図は図 6の通りである。 

 
図 6 次世代電子行政サービス基盤のイメージ図 

 
図の出典：内閣官房 IT担当室「次世代電子行政サービスの実現に向けたグランドデザイン」

（2008年 6月） 
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 上記の「次世代電子行政サービスの実現に向けたグランドデザイン」では、現状の行政ホー

ムページの課題として、以下の点を挙げている。 
 
 現状の行政ホームページの課題 
 ・必要な手続やサービスを探すのに時間を要する 
 ・手続を選択するための必要な情報が見つからない 
 ・イベントに即した手続が一括で処理できない 
 ・行政と民間の手続きが連携されていない 
 
 このような課題を解決するための方向性として、以下を挙げている。 
 
 課題の解決に向けた方向性 
 ・行政機関（国、地方）の垣根を取り除き、さらに民間とも連携したワンストップサービス

の実現 
 ・国民一人一人のニーズや属性に対応したサービス「マイ-eGov（仮称）」 の提供 
 ・手続や関連する情報の見える化 
 
 これらを実現するのが、 図 6 の「次世代電子行政サービス」であり、具体的には「手続
ワンストップサービス」「情報提供サービス」「手続－情報提供連携サービス」の 3つである。
これらはそれぞれ下記のようなサービスとして想定されている。 
 
 次世代電子行政サービスを構成する 3つのサービス 
・手続ワンストップサービス： 
  添付書類の削減や電子化、複数機関・複数回の訪問の不要化、申請様式の統一化等により、

利用者の利便性向上と行政の効率化を図る。（eワンストップポータル、図 7参照） 
・情報提供サービス： 
  利用者が必要とする行政サービスや個人の行政管理情報についてサービス提供機関を意

識することなく閲覧可能。 
・手続－情報提供連携サービス： 
  電子私書箱（仮称）等との連携により、利用者が気づいていない手続を行政側が提示する

等のパーソナライズされたサービスを併せて提供。 
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図 7 eワンストップポータルの概要図 

図の出典：内閣官房 IT担当室「次世代電子行政サービスの実現に向けたグランドデザイン」
（2008年 6月） 
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（３）電子私書箱（仮称）（内閣官房 IT担当室） 

電子私書箱（仮称）（以下、「電子私書箱」という）とは、国、自治体、保険者、医療機関等

の情報保有機関が保有する個人情報を住民が簡単に入手、閲覧、管理する仕組みの提供しよう

とするものである。電子私書箱は、住民に対してはポータルサイトとして機能する。この電子

私書箱ポータルの運営主体は 1つである必要はなく、自治体や民間企業を含めて、複数の主体
によって複数のポータルが運営されてよい。 

2006年 12月の IT戦略本部で提案がなされ、2007年 7月の「重点計画-2007」に「国民視
点の社会保障サービスの実現に向けての電子私書箱（仮称）の創設」として記載され、2008
年 3月には「電子私書箱（仮称）による社会保障サービス等の IT化に関する検討会報告書」
が公表されており、2008年度は 8月より「電子私書箱（仮称）構想の実現に向けた基盤整備
に関する検討会」が開催されている（図 8参照）。 
  

図 8 電子私書箱の概念図 

図の出典：「電子私書箱（仮称）による社会保障サービス等の IT化に関する研究会報告書」 
（2008年 3月） 

 
上記の報告書では、社会保障サービス・行政サービスにおける課題として、下記のものが挙

げられている。 
 
社会保障サービス・行政サービスにおける課題 
・多様なサービス提供者が存在（医療保険者、年金保険者、国・自治体、医療機関等） 
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・サービス手続き窓口や、情報入手先がバラバラ 
・サービス提供者毎で本人確認方法（カード、手帳、保険証等）が異なる 
・自分の情報を容易に確認することができない 
・自分の情報に誰がアクセスしているかを知ることができない 

 
 こうした課題を解決するために、電子私書箱は下記の 3 つの機能を持つこととされている
（図 9参照）。 
 
 電子私書箱の 3つの機能 
① 情報入手・閲覧 （入手した情報を一元的に集約し閲覧）1 
② 情報の管理 （保存しておきたい情報は個別に管理） 
③ 情報の活用 （第三者の意見入手、関連情報の検索、ワンストップ申請等に利用可能） 

 
図 9 電子私書箱の 3つの機能 

図の出典：「電子私書箱（仮称）による社会保障サービス等の IT化に関する研究会報告書」 
（2008年 3月） 

 

                                                   
1 データ管理の負荷を極力減らすため、個人のデータは各情報保有機関に保管されている情報
を参照（PULL 型）するが、電子私書箱に蓄積した情報を閲覧（PUSH 型）することも可能
とする、とされている。 
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電子私書箱で取り扱うことが想定されている情報の種類は、表 1の通りである。 
 

表 1 電子私書箱（仮称）で取り扱うことが想定されている情報の種類 

自らWeb上に情報を蓄積することが可能なサービスあ
り。

健康情報（自分
で記録したデー
タなど）

金融機関ごとや金融機関を束ねて閲覧するサービス
あり。

金融関連情報民間セクタ

Webまたは電子文書で情報閲覧が可能なものもあり。国・自治体で管
理している情報

個人の要求に対し医師の判断で開示することは可能。診療情報

Csv形式で電算処理が可能。レセプト

Webまたは電子文書で個人による情報閲覧が可能。年金記録（社保
庁等）

平成20年度より特定健診／特定保健指導スタート。保
険者間ではXMLで情報のやりとりが可能。

特定健診結果
（保険者）

公的セクタ

情報閲覧環境の現状情報の種類

自らWeb上に情報を蓄積することが可能なサービスあ
り。

健康情報（自分
で記録したデー
タなど）

金融機関ごとや金融機関を束ねて閲覧するサービス
あり。

金融関連情報民間セクタ

Webまたは電子文書で情報閲覧が可能なものもあり。国・自治体で管
理している情報

個人の要求に対し医師の判断で開示することは可能。診療情報

Csv形式で電算処理が可能。レセプト

Webまたは電子文書で個人による情報閲覧が可能。年金記録（社保
庁等）

平成20年度より特定健診／特定保健指導スタート。保
険者間ではXMLで情報のやりとりが可能。

特定健診結果
（保険者）

公的セクタ

情報閲覧環境の現状情報の種類

 
表の出典：「電子私書箱（仮称）構想の実現に向けた基盤整備に関する検討会」 第 1回資料 

（2008年 8月） 
 
 また、「③情報の活用」機能のサービスイメージとしては、以下のようなものが挙げられて

いる。 
 
「情報の活用」機能のサービスの例 
•患者が別の医療機関からセカンド・オピニオンを得るため、開示された診療情報等を電子

的に送付。 
•医療機関が患者情報を、電子私書箱を経由して確認。あるいは緊急情報等を確認。 
•健診結果情報等を時系列に編集し、経年変化を自分自身でチェック。また、健康コンサル

タントからの生活習慣に関するアドバイス。（調剤薬局の薬品に対応した後発医薬品に関

する情報提供など）（図 10参照） 
•転職等による保険者変更に影響されず、電子私書箱に生涯を通じた医療情報や健康情報を

蓄積し、適宜参照。 
 



 12 

図 10 健康情報の入手・閲覧、活用サービスのイメージ 

 
図の出典：「電子私書箱（仮称）による社会保障サービス等の IT化に関する研究会報告書」 

（2008年 3月） 
 
 
（４）社会保障カード（仮称）（厚生労働省） 

 社会保障カード（仮称）（以下、「社会保障カード」という）とは、年金手帳、健康保険証、

介護保険証の 3つの機能を持つ 1人 1枚の「多目的カード」として、2011年度の導入を目途
に検討が進められている（図 11参照）。 
 社会保障カードは、主に以下の 2つの機能を持つ。 
 
社会保障カードの 2つの機能 
・資格確認： 医療機関窓口でカードの ICチップを読み取ることで、保険者の資格情報 デ

ータベース等にオンラインでアクセスして即時資格確認を行う。 
・情報閲覧： カードを用いて自宅の PC・地デジ TVや社会保険事務所等から自分の年金

記録や医療健康情報（特定健診情報、レセプト情報）等を閲覧できる。 
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図 11 社会保障カード（仮称）の基本的な構想についてのイメージ 

 
図の出典：「社会保障カード（仮称）の基本的な構想に関する報告書のポイント」  

（2008年 1月） 
 
 後者の情報閲覧機能を利用する際、利用者は各保険者に個別に直接アクセスするのではなく、

利用者の閲覧要求を中継する機能として「社会保障ポータル」（仮称）および｢中継データベー

ス｣を設置することが想定されている（図 12参照）。 
 




